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は
じ
め
に

世
界
銀
行
の
援
助
を
受
け
て
一
九
六
〇
年
に
イ
ン
ド
と
パ
キ
ス
タ
ン
の
間
で
締
結
さ
れ
た
イ
ン
ダ
ス
川
水
利
条
約
（
以
下
「
水
利
条

約
」
と
い
う(1
)）
は
、
以
来
、
三
度
の
戦
争
に
見
舞
わ
れ
な
が
ら
も
条
約
と
し
て
の
効
力
を
維
持
し
、
そ
の
成
功
が
讃
え
ら
れ
て
き
た
が
、

二
一
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
と
い
う
も
の
、
こ
の
条
約
の
真
価
が
問
わ
れ
て
い
る(2
)。
イ
ン
ダ
ス
川
上
流
に
位
置
す
る
イ
ン
ド
は
、
深
刻
な

電
力
不
足
を
解
消
す
べ
く
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
西
側
河
川
だ
け
で
も
大
小
合
わ
せ
て
四
五
の
水
力
発
電
事
業
を
計
画
又
は
実
施
し
て
い

る(3
)。
他
方
、
同
川
の
下
流
に
位
置
す
る
農
業
国
パ
キ
ス
タ
ン
は
、
昨
今
、
深
刻
な
水
不
足
の
危
機
に
直
面
し
て
い
る
。
そ
の
原
因
と
し

て
、
同
国
の
無
計
画
な
水
管
理
政
策
、
非
生
産
的
な
農
業
、
イ
ン
フ
ラ
設
備
の
荒
廃
、
貯
水
施
設
の
不
備
を
指
摘
す
る
専
門
家
も
あ
る(4
)。

と
こ
ろ
が
、
当
の
パ
キ
ス
タ
ン
は
、
水
不
足
の
原
因
は
イ
ン
ド
の
水
利
事
業
に
あ
る
と
し
、
イ
ン
ド
が
下
流
の
河
川
流
量
を
意
の
ま
ま

に
操
作
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
こ
と
を
強
く
警
戒
し
て
い
る(5
)。
さ
ら
に
、
人
口
増
加
及
び
気
候
変
動
の
影
響
が
両
国
の
緊
張
状
態
に

拍
車
を
か
け
て
い
る
。
両
国
の
総
人
口
は
、
一
九
六
一
年
に
は
四
億
八
五
〇
〇
万
人
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
一
一
年
に
は
一
三
億
九
〇
〇

〇
万
人
と
、
約
三
倍
に
急
増
し(6
)、
こ
れ
に
伴
っ
て
水
需
要
も
著
し
く
増
加
し
た
。
ま
た
、
最
近
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
気
候
変
動
の
影
響

に
よ
り
、
イ
ン
ダ
ス
川
の
源
流
で
あ
る
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
の
氷
河
が
縮
小
し
、
二
〇
五
〇
年
ま
で
に
同
川
の
流
量
が
八
％
減
少
す
る
と
の

予
測
も
出
さ
れ
て
い
る(7
)。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
、
パ
キ
ス
タ
ン
は
、
二
○
一
〇
年
五
月
一
七
日
、
水
利
条
約
第
九
条
及
び
附
属
書
Ｇ
に
基
づ
い
て
、
イ

ン
ド
を
相
手
取
り
、
常
設
仲
裁
裁
判
所
（
Perm
anent
Court
ofA
rbitration:Ｐ
Ｃ
Ａ
）
に
仲
裁
手
続
の
開
始
を
要
請
し
、
裁
判
所

は
、
二
〇
一
三
年
二
月
一
八
日
に
部
分
判
決
を
、
同
年
一
二
月
二
〇
日
に
最
終
判
決
を
下
し
た(8
)。
本
件
キ
シ
ェ
ン
ガ
ン
ガ
事
件
は
、
水

利
条
約
締
結
以
来
初
め
て
と
な
る
仲
裁
裁
判
所
へ
の
提
訴
事
例
と
し
て
注
目
を
集
め
て
い
る(9
)。

本
件
で
、
パ
キ
ス
タ
ン
は
、
イ
ン
ド
に
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よ
る
イ
ン
ダ
ス
川
支
流
の
キ
シ
ェ
ン
ガ
ン
ガ
水
力
発
電
計
画
を
巡
っ
て
、
イ
ン
ド
の
水
利
条
約
上
の
義
務
違
反
を
主
張
し
た
が
、
裁
判

所
は
、
パ
キ
ス
タ
ン
の
主
張
を
退
け
て
、
計
画
の
実
施
を
容
認
す
る
部
分
判
決
を
下
し
た
。
と
同
時
に
、
裁
判
所
は
当
該
判
決
の
中
で
、

イ
ン
ド
に
対
し
て
、
水
利
条
約
及
び
国
際
環
境
分
野
の
慣
習
国
際
法
を
考
慮
に
入
れ
て
、
発
電
用
貯
水
ダ
ム
下
流
域
（
パ
キ
ス
タ
ン
領

内
）
の
最
小
流
量
を
確
保
す
る
義
務
を
課
し
、
か
つ
、
フ
ラ
ッ
シ
ン
グ
排
砂
工
法
の
導
入
を
否
定
し
貯
水
ダ
ム
の
運
用
に
制
約
を
設
け

る
な
ど
し
て
、
イ
ン
ド
の
領
域
主
権
行
使
に
一
定
の
歯
止
め
を
か
け
、
パ
キ
ス
タ
ン
に
も
配
慮
を
示
し
た
。
本
判
決
は
、
基
本
的
に
、

水
利
条
約
の
解
釈
・
適
用
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
裁
判
所
は
、
同
条
約
の
解
釈
を
行
う
際
に
、
広
く
国
際
河
川
法
及
び
国
際
環
境

法
に
関
す
る
判
断
を
行
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
、
キ
シ
ェ
ン
ガ
ン
ガ
事
件
判
決
の
国
際
法
上
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。
今
日
、
国
際
河
川
に
お
い
て
上
流
国
と
下
流
国
の
間
で
水
の
配
分
を
巡
っ
て
紛
争
の
発
生
が
懸
念
さ
れ
る
地
域
は
決
し

て
少
な
く
な
い
こ
と
か
ら(10
)、
本
稿
の
考
察
は
、
こ
の
よ
う
な
地
域
に
と
っ
て
も
有
益
な
示
唆
を
提
供
し
得
る
。

な
お
、
本
稿
で
言
う
と
こ
ろ
の
国
際
法
、
国
際
河
川
法
及
び
国
際
環
境
法
の
三
者
の
関
係
の
認
識
に
つ
い
て
若
干
付
言
し
て
お
く
こ

と
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
国
際
法
は
国
際
河
川
法
及
び
国
際
環
境
法
を
包
括
す
る
関
係
に
あ
る
一
方
で
、
国
際
河
川
法
と
国
際
環
境
法

に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
一
応
独
立
の
存
在
と
し
て
扱
う
こ
と
と
す
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
も
、
今
日
で
は
、
国
際
河
川
法
と
国

際
環
境
法
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
領
域
を
持
つ
ま
で
に
発
展
を
遂
げ
て
き
て
い
る
と
言
え
、
両
者
を
分
け
て
論
じ
る
ほ
う
が
論
理
的
に
有

益
で
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
議
論
を
や
や
先
取
り
す
れ
ば
、
本
件
で
裁
判
所
が
、
上
流
国
た
る
イ
ン
ド
に
最
小
流
量
確
保

義
務
を
課
し
た
目
的
の
一
つ
は
、
発
電
用
貯
水
ダ
ム
下
流
の
生
態
系
を
保
全
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
（
詳
細
は
第
三
章
第
二
節
を
参
照
）。

そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
、
国
際
河
川
法
と
国
際
環
境
法
と
の
間
に
交
錯
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
う
し

た
交
錯
は
、
必
然
的
に
国
際
河
川
委
員
会
に
よ
る
最
小
流
量
確
保
義
務
の
執
行
確
保
の
場
面
に
も
現
れ
る
こ
と
に
な
る
（
詳
細
は
第
三

章
第
三
節
を
参
照
）。
つ
ま
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
現
段
階
で
は
、
各
法
分
野
の
相
互
関
係
や
各
法
分
野
の
原
理
の
適
用
に
お
け
る
優
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劣
関
係
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
は
、
今
後
、
研
究
対
象
と
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
り
、

そ
れ
に
関
す
る
本
格
的
な
研
究
は
別
稿
に
委
ね
る
こ
と
と
し
た
い
。

本
稿
で
は
ま
ず
、
第
一
章
で
、
キ
シ
ェ
ン
ガ
ン
ガ
事
件
に
関
す
る
事
実
関
係
を
概
観
し
、
次
に
、
第
二
章
で
、
本
件
キ
シ
ェ
ン
ガ
ン

ガ
水
力
発
電
所
建
設
の
合
法
性
を
国
際
河
川
法
の
視
点
か
ら
考
察
す
る
。
さ
ら
に
、
第
三
章
で
、
水
力
発
電
計
画
の
実
施
に
あ
た
っ
て
、

水
力
発
電
用
貯
水
ダ
ム
下
流
域
（
パ
キ
ス
タ
ン
領
内
）
の
環
境
を
保
護
す
る
た
め
に
、
イ
ン
ド
に
は
い
か
な
る
法
的
制
約
が
課
せ
ら
れ

る
か
に
つ
い
て
、
国
際
環
境
法
及
び
国
際
河
川
法
の
視
点
か
ら
検
討
を
加
え
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
、
本
判
決
の
総
括
を
行
う
と
と
も

に
今
後
の
課
題
を
提
示
す
る
。

第
一
章

本
稿
に
関
連
す
る
事
実

第
一
節

紛
争
の
背
景

1

事
実
の
概
要

ま
ず
、
本
稿
が
中
心
に
取
り
上
げ
る
キ
シ
ェ
ン
ガ
ン
ガ
事
件
の
事
実
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
。
本
件
訴
訟
は
、「
キ
シ
ェ

ン
ガ
ン
ガ
水
力
発
電
計
画
（
K
ishenganga
H
ydro-Electric
Project:以
下
「
Ｋ
Ｈ
Ｅ
Ｐ
」
と
い
う
）」
の
立
案
及
び
実
施
に
関
し

て
、
水
利
条
約
の
解
釈
及
び
履
行
を
巡
る
パ
キ
ス
タ
ン
＝
イ
ン
ド
間
の
紛
争
で
あ
る
。
Ｋ
Ｈ
Ｅ
Ｐ
は
、
ジ
ャ
ン
ム
・
カ
シ
ミ
ー
ル
地
方

の
イ
ン
ド
管
理
区
域
内
で
は
「
キ
シ
ェ
ン
ガ
ン
ガ
（
K
ishenganga）」
と
呼
ば
れ
、
他
方
、
パ
キ
ス
タ
ン
管
理
区
域
内
で
は
「
ニ
ー

ラ
ム
（
N
eelum
）」
と
呼
ば
れ
る
河
川
（
以
下
「
キ
シ
ェ
ン
ガ
ン
ガ
／
ニ
ー
ラ
ム
川
」
と
い
う
）
に
位
置
す
る
イ
ン
ド
の
水
力
発
電
計

画
で
あ
る(11
)。
Ｋ
Ｈ
Ｅ
Ｐ
は
、
グ
レ
ズ
峡
谷
（
Gurez
valley）
に
位
置
す
る
キ
シ
ェ
ン
ガ
ン
ガ
／
ニ
ー
ラ
ム
川
の
ダ
ム
サ
イ
ト
か
ら
、

ト
ン
ネ
ル
を
通
じ
て
ウ
ラ
ル
湖
（
W
ular
Lake）
付
近
に
位
置
す
る
イ
ン
ダ
ス
川
水
系
の
別
の
川
に
水
を
分
流
す
る
こ
と
に
よ
り
、

論 説
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【図1】 キシェンガンガ水力発電計画（KHEP)
(Source: Partial Award, p.51, reproduced from Pakistan’s Memorial, volume 2, Figure 9)

【図2】 キシェンガンガ水力発電計画（KHEP）及び
ニーラム＝ジェラム水力発電計画（NJHEP)

(Source: Partial Award, p.53, reproduced from Pakistan’s Memorial, volume 2, Figure 3)



三
三
〇
MW
（
メ
ガ
ワ
ッ
ト
）
を
発
電
す
る
計
画
で
あ
る
（【
図
1
】【
図
2
】
を
参
照
）。
本
質
的
に
、
両
当
事
国
は
、
Ｋ
Ｈ
Ｅ
Ｐ
に
関

し
て
計
画
さ
れ
た
水
の
分
流
及
び
そ
の
他
技
術
的
設
計
の
特
性
が
、
水
利
条
約
の
規
定
に
適
合
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
見
解
を
異
に
し

て
い
る
。
ま
た
、
両
当
事
国
は
、「
流
れ
込
み
式
発
電
所
（
Run-of-RiverPlant
(12
)）」

に
お
い
て
、
堆
砂
対
策
（
sedim
entcontrol）

の
目
的
で
、「
貯
水
位
低
下
フ
ラ
ッ
シ
ン
グ
排
砂
（
draw
dow
n
flushing:以
下
「
フ
ラ
ッ
シ
ン
グ
排
砂
」
と
い
う(13
)）」
工
法
を
利
用

す
る
こ
と
が
、
水
利
条
約
上
許
容
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
も
、
見
解
を
異
に
し
て
い
る(14
)。

2

地
理
的
位
置
関
係

イ
ン
ダ
ス
川(15
)水
系
は
、
イ
ン
ダ
ス
、
ジ
ェ
ラ
ム
及
び
チ
ェ
ナ
ブ
（
こ
れ
ら
三
本
の
支
流
を
総
称
し
て
「
西
側
河
川
」
と
呼
ば
れ
る
）、

並
び
に
サ
ト
レ
ジ
、
ベ
ア
ス
及
び
ラ
ヴ
ィ
（
こ
れ
ら
三
本
の
支
流
を
総
称
し
て
「
東
側
河
川
」
と
呼
ば
れ
る
）
の
、
主
に
六
つ
の
支
流

か
ら
成
る
。
イ
ン
ダ
ス
川
水
系
は
、
主
と
し
て
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
に
水
源
を
有
し
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
中
国
、
イ
ン
ド
及
び
パ
キ
ス

タ
ン
を
通
っ
て
イ
ン
ダ
ス
川
本
流
と
な
り
、
パ
キ
ス
タ
ン
の
カ
ラ
チ
港
の
南
東
、
ア
ラ
ビ
ア
海
に
注
ぐ(16
)。

Ｋ
Ｈ
Ｅ
Ｐ
が
位
置
す
る
キ

シ
ェ
ン
ガ
ン
ガ
／
ニ
ー
ラ
ム
川
は
、
ジ
ェ
ラ
ム
川
の
支
流
に
あ
た
り
、
そ
の
水
源
を
、
ジ
ャ
ン
ム
・
カ
シ
ミ
ー
ル
地
方
の
イ
ン
ド
管
理

区
域
内
、
北
緯
三
四
度
三
三
分
、
東
経
七
五
度
二
〇
分
、
標
高
四
四
〇
〇
ｍ
に
有
す
る
。
当
該
河
川
は
、
イ
ン
ド
管
理
区
域
内
を
流
れ

た
後
、
支
配
線
（
Line
ofControl）
を
跨
い
で
パ
キ
ス
タ
ン
管
理
区
域
に
入
り
、
ム
ザ
フ
ァ
ラ
バ
ー
ド
（
M
uzaffarabad）
で
ジ
ェ

ラ
ム
川
に
合
流
す
る(17
)。

3

二
つ
の
水
力
発
電
計
画

当
初
の
設
計
に
よ
れ
ば
、
Ｋ
Ｈ
Ｅ
Ｐ
は
、
堤
高
七
七
ｍ
、
総
貯
水
容
量
二
億
二
〇
〇
〇
万
㎥
を
予
定
し
、
当
該
河
川
の
自
然
流
量
が

論 説
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最
低
と
な
る
冬
季
に
発
電
目
的
で
使
用
さ
れ
る
計
画
で
あ
っ
た
が(18
)、

二
〇
〇
六
年
に
、
Ｋ
Ｈ
Ｅ
Ｐ
は
、
次
の
よ
う
に
再
設
計
さ
れ
た
。

す
な
わ
ち
、
堤
高
三
五
・
四
八
ｍ
、
総
貯
水
容
量
は
一
八
三
五
万
㎥
で
、
ダ
ム
サ
イ
ト
に
お
い
て
キ
シ
ェ
ン
ガ
ン
ガ
／
ニ
ー
ラ
ム
川
か

ら
発
電
所
へ
と
二
三
・
五
km
の
導
水
ト
ン
ネ
ル
を
通
し
、
最
高
五
八
・
四
㎥
／
ｓ
の
水
を
分
流
し
、
ト
ン
ネ
ル
の
出
口
付
近
に
建
設
さ

れ
た
発
電
所
で
発
電
を
行
っ
た
後
に
、
放
水
路
を
通
じ
て
、
ジ
ェ
ラ
ム
川
の
別
の
支
流
で
あ
る
ボ
ル
ナ
ッ
ラ
（
Bonar
N
allah）
川
に

排
出
す
る
と
い
う
計
画
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
Ｋ
Ｈ
Ｅ
Ｐ
は
、
ダ
ム
と
発
電
所
の
間
の
六
六
六
ｍ
の
自
然
の
落
差
を
利
用
す
る
設
計

で
あ
る(19
)。

他
方
、
パ
キ
ス
タ
ン
は
、
同
時
期
に
、
Ｋ
Ｈ
Ｅ
Ｐ
の
一
五
八
km
下
流
に
位
置
す
る
キ
シ
ェ
ン
ガ
ン
ガ
／
ニ
ー
ラ
ム
川
沿
い
の
ナ
ウ
セ

リ
（
N
auseri）
に
、
設
計
容
量
九
六
九
MW
を
擁
す
る
「
ニ
ー
ラ
ム
＝
ジ
ェ
ラ
ム
水
力
発
電
計
画
（
N
eelum
-Jhelum
H
ydro-Electric

Project:以
下
「
Ｎ
Ｊ
Ｈ
Ｅ
Ｐ
」
と
い
う
）」
を
立
案
し
た
。
当
該
計
画
は
、
ナ
ウ
セ
リ
に
、
堤
高
四
一
・
五
ｍ
の
ダ
ム
を
建
設
の
上
、

同
川
を
分
流
し
、
約
三
〇
km
の
ト
ン
ネ
ル
を
通
じ
て
チ
ャ
ッ
タ
カ
ラ
ス
（
Chatter
K
alas）
で
地
下
発
電
を
行
っ
た
後
、
ジ
ェ
ラ
ム

川
へ
還
流
す
る
と
い
う
計
画
で
あ
る(20
)。

第
二
節

当
事
国
の
主
張

パ
キ
ス
タ
ン
は
、
以
下
の
二
つ
の
問
題
を
紛
争
の
中
心
に
据
え
る
。
す
な
わ
ち
、
⒜
イ
ン
ド
が
計
画
し
て
い
る
キ
シ
ェ
ン
ガ
ン
ガ
／

ニ
ー
ラ
ム
川
か
ら
他
の
支
流
へ
の
分
流
計
画
は
、
水
利
条
約
を
国
際
法
に
合
致
す
る
よ
う
に
解
釈
・
適
用
し
て
、
同
条
約
上
の
義
務
に

違
反
す
る
か
（
第
一
紛
争
）。
⒝
イ
ン
ド
は
、
予
測
不
可
能
な
非
常
事
態
を
除
く
あ
ら
ゆ
る
状
況
下
に
お
い
て
、
水
利
条
約
上
、
流
れ

込
み
式
発
電
所
の
貯
水
池
の
水
位
を
、
死
水(21
)位
（
D
ead
Storage
Level）
よ
り
も
低
下
さ
せ
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
か
（
第
二
紛

争
）。
第
一
紛
争
は
、
Ｋ
Ｈ
Ｅ
Ｐ
の
一
環
と
し
て
、
キ
シ
ェ
ン
ガ
ン
ガ
／
ニ
ー
ラ
ム
川
か
ら
水
の
分
流
を
実
施
す
る
こ
と
が
、
水
利
条
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約
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
が
中
心
と
な
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
パ
キ
ス
タ
ン
は
、
主
と
し
て
、
条
約
上
の
イ
ン
ド
の

三
つ
の
義
務
違
反
、
す
な
わ
ち
、
①
西
側
河
川
の
水
を
「
維
持
す
る
」
一
般
的
義
務
（
第
三
条
二
項(22
)）

の
違
反
、
②
西
側
河
川
の
自
然

の
河
道
を
維
持
す
る
た
め
に
最
善
の
努
力
を
払
う
義
務
（
第
四
条
六
項(23
)）

の
違
反
、
③
水
力
発
電
目
的
で
の
水
利
用
に
関
す
る
諸
条
件

（
第
三
条
二
項
及
び
附
属
書
Ｄ
）
の
違
反
、
を
主
張
し
た(24
)。
他
方
、
予
測
不
可
能
な
非
常
事
態
を
除
く
あ
ら
ゆ
る
状
況
に
お
い
て
、
水

利
条
約
上
、
流
れ
込
み
式
発
電
所
の
貯
水
位
を
、
死
水
位
よ
り
も
低
下
さ
せ
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
か
と
い
う
第
二
紛
争
は
、
主
と
し

て
以
下
の
二
点
か
ら
成
る
。
④
当
該
紛
争
は
第
九
条
に
い
う
と
こ
ろ
の
「
紛
争
（
dispute）」
で
は
な
く
、
最
初
に
中
立
専
門
家
に
付

託
さ
れ
る
べ
き
「
相
違
（
difference）」
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
、
イ
ン
ド
が
受
理
可
能
性
を
争
っ
た
問
題
、
⑤
西
側
河
川
に
位
置
す
る

イ
ン
ド
の
流
れ
込
み
式
発
電
所
に
お
い
て
、
堆
砂
対
策
の
た
め
に
フ
ラ
ッ
シ
ン
グ
排
砂
工
法
を
導
入
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
か
と
い

う
問
題
、
で
あ
る(25
)。

こ
の
内
、
本
稿
で
は
、
裁
判
所
が
特
に
重
要
な
論
点
と
し
て
掲
げ
る
上
記
③
（
後
掲
第
二
章
第
一
節
、
第
三
章
第

一
節
、
第
二
節
を
参
照
）、
並
び
に
上
記
⑤
（
後
掲
第
二
章
第
二
節
を
参
照
）
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
と
す
る
。

第
二
章

国
際
河
川
法
に
お
け
る
キ
シ
ェ
ン
ガ
ン
ガ
水
力
発
電
計
画
の
合
法
性

第
一
節

国
際
河
川
衡
平
利
用
原
則
の
一
要
素
と
し
て
の
「
現
在
の
利
用
」
の
判
断

1

｢決
定
的
期﹅

間﹅

」
の
採
用

（
1
）
当
事
国
の
主
張
及
び
裁
判
所
の
認
定

ま
ず
、
裁
判
所
は
、
イ
ン
ド
が
計
画
す
る
流
れ
込
み
式
発
電
所
が
附
属
書
Ｄ
第
一
五
項
ⅲ(26
)に
合
致
す
る
こ
と
を
認
め
た
上
で(27
)、
次
に
、

第
一
紛
争
の
最
も
重
要
な
問
題
の
検
討
に
移
る
。
両
当
事
国
は
、
附
属
書
Ｄ
第
一
五
項
ⅲ
、
と
り
わ
け
、
イ
ン
ド
が
、「
当
該
支
流
に

お
け
る
農
業
又
は
水
力
発
電
に
関
す
る
パ
キ
ス
タ
ン
の
現
在
の
利
用
に
悪
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
限
り
（
to
the
extentthatthe
then
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existing
A
gricultural
U
se
or
hydro-electric
use
by
Pakistan
on
the
form
er
T
ributary
w
ould
not
be
adversely

affected）」、
あ
ら
ゆ
る
支
流
間
の
流
れ
込
み
式
発
電
所
を
稼
働
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
規
定
上
の
要
件
の
適
切
な
解
釈
に
つ
い
て
、

見
解
を
異
に
す
る(28
)。
パ
キ
ス
タ
ン
は
、
同
項
ⅲ
の
解
釈
が
「
変
更
可
能
（
am
bulatory
(29
)）」
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
西
側
河
川
に
関

し
て
条
約
が
本
来
有
し
て
い
る
優
先
権
の
単
な
る
拡
張
を
主
張
し
た(30
)。
こ
れ
に
対
し
て
、
裁
判
所
は
、
パ
キ
ス
タ
ン
の
よ
う
に
厳
格
な

「
変
更
可
能
」
解
釈
を
採
用
す
る
と
、
計
画
立
案
者
、
債
権
者
及
び
政
府
当
局
が
費
用
負
担
に
否
定
的
に
な
り
、
キ
シ
ェ
ン
ガ
ン
ガ
／

ニ
ー
ラ
ム
川
の
支
流
間
転
用
計
画
に
対
し
て
萎
縮
効
果
が
は
た
ら
い
て
し
ま
う
こ
と
、
ま
た
、
Ｋ
Ｈ
Ｅ
Ｐ
の
実
施
が
絶
え
ず
「
ダ
モ
ク

レ
ス
の
剣(31
)」
に
晒
さ
れ
、
Ｋ
Ｈ
Ｅ
Ｐ
は
い
と
も
簡
単
に
停
止
に
追
い
込
ま
れ
る
か
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
設
計
容
量
の
大
幅
な
縮
小

を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
ジ
ェ
ラ
ム
川
の
支
流
間
転
用
に
よ
る
水
力
発
電
の
実
施
と
い
う
条
約
が
認
め
た
重
要

な
利
益
を
イ
ン
ド
か
ら
奪
う
こ
と
に
な
る
こ
と
、
な
ど
を
理
由
に
パ
キ
ス
タ
ン
の
主
張
を
退
け
た(32
)。
他
方
、
イ
ン
ド
に
よ
れ
ば
、
パ
キ

ス
タ
ン
の
農
業
及
び
水
力
発
電
利
用
は
、
イ
ン
ド
が
計
画
を
進
行
す
る
「
確
固
た
る
意
思
（
firm
intention）」
を
パ
キ
ス
タ
ン
に
伝

達
し
た
時
点
に
お
い
て
そ
の
存
在
が
証
明
さ
れ
る
よ
う
な
パ
キ
ス
タ
ン
の
利
用
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
当
該
利
用
は
「
そ
の
設
計

が
完
成
し
た
段
階
で
凍
結
」
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、「
決
定
的
期
日
（
criticaldate
(33
)）」
の
採
用
を
主
張
し
た(34
)。

以
上
の
主
張
を
踏
ま
え
て
、
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
設
計
、
融
資
、
政
府
の
許
認
可
、
建
設
、
完
成
、

稼
働
と
い
う
一
連
の
過
程
の
中
の
い
ず
れ
か
一
の
段
階
に
お
い
て
、「
確
固
た
る
意
思
」
が
結
晶
化
す
る
時
点
、
す
な
わ
ち
決
定
的
期

日
を
特
定
す
る
こ
と
は
実
際
に
は
極
め
て
困
難
で
あ
る(35
)。
代
わ
っ
て
、
入
札
、
担
保
付
融
資
、
政
府
の
許
認
可
、
建
設
中
と
い
っ
た
諸

事
実
の
積
み
重
ね
に
よ
り
、
計
画
が
予
定
通
り
「
確
実
に
（
firm
ly）」
進
行
し
て
い
る
こ
と
を
確
信
す
る
段
階
に
至
る
と
い
う
「
決

定
的
期
間
（
criticalperiod）」
が
よ
り
適
切
で
あ
る(36
)。
裁
判
所
は
、
キ
シ
ェ
ン
ガ
ン
ガ
／
ニ
ー
ラ
ム
川
本
流
に
は
農
業
に
関
す
る
目

立
っ
た
現
在
の
利
用
は
一
切
存
在
し
な
い
と
の
イ
ン
ド
の
見
解
―
―
パ
キ
ス
タ
ン
も
否
定
し
て
い
な
い
―
―
に
留
意
す
る(37
)。

し
た
が
っ
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て
、
裁
判
所
が
為
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ま
ず
、
Ｋ
Ｈ
Ｅ
Ｐ
が
結
晶
化
し
た
決
定
的
期
間
を
確
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
次
に
、

か
か
る
決
定
的
期
間
に
お
い
て
、
Ｎ
Ｊ
Ｈ
Ｅ
Ｐ
は
、
イ
ン
ド
が
考
慮
を
要
す
る
「
現
在
の
利
用
」
と
な
る
か
否
か
を
決
定
す
る
こ
と
で

あ
る(38
)。

決
定
的
期
間
は
二
〇
〇
四
〜
〇
六
年
の
間
で
あ
る
と
認
定
し
、
当
該
期
間
内
に
、
イ
ン
ド
は
計
画
を
進
め
る
た
め
の
重
大
な
意

思
を
明
確
に
し
、（
設
計
、
入
札
、
融
資
、
市
民
協
議
、
環
境
ア
セ
ス
、
並
び
に
重
要
な
こ
と
に
国
家
及
び
地
方
政
府
の
許
認
可
、
の

組
み
合
わ
せ
を
通
じ
て
）
Ｋ
Ｈ
Ｅ
Ｐ
を
実
現
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
。
ま
た
、
パ
キ
ス
タ
ン
は
、
常
設
イ
ン
ダ
ス
委
員
会
で
の
イ

ン
ド
と
の
遣
り
取
り
や
、
パ
キ
ス
タ
ン
側
の
委
員
が
独
自
に
入
手
し
た
証
拠
を
通
じ
て
以
上
の
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
。
Ｋ
Ｈ
Ｅ
Ｐ
の

計
画
は
、
二
〇
〇
四
〜
〇
六
年
の
間
に
最
終
的
に
決
定
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
Ｎ
Ｊ
Ｈ
Ｅ
Ｐ
に
つ
い
て
同
様
の

こ
と
は
当
て
は
ま
ら
な
い
と
い
う
の
が
裁
判
所
の
立
場
で
あ
る(39
)。

（
2
）「
決
定
的
期﹅

間﹅

」
と
「
決
定
的
期﹅

日﹅

」
の
相
違

こ
の
よ
う
に
、
裁
判
所
が
、
Ｋ
Ｈ
Ｅ
Ｐ
で
発
電
を
実
施
す
る
目
的
で
、
キ
シ
ェ
ン
ガ
ン
ガ
／
ニ
ー
ラ
ム
川
か
ら
水
を
分
流
し
、
当
該

発
電
所
か
ら
放
流
さ
れ
た
水
を
ボ
ル
ナ
ッ
ラ
川
に
排
出
す
る
こ
と
を
認
め
た
こ
と
は
、
上
流
国
た
る
イ
ン
ド
の
水
力
発
電
計
画
の
国
際

法
上
の
合
法
性
を
承
認
し
た
に
等
し
い
。
そ
の
際
、
前
述
の
よ
う
に
、
裁
判
所
は
、
水
利
条
約
附
属
書
Ｄ
第
一
五
項
ⅲ
の
「
農
業
又
は

水
力
発
電
に
関
す
る
パ
キ
ス
タ
ン
の
現
在
の
利
用
（
the
then
existing
A
griculturalU
se
orhydro-electric
use
by
Pakistan）」

の
文
言
の
解
釈
を
巡
っ
て
、
イ
ン
ド
が
主
張
す
る
「
決
定
的
期﹅

日﹅

」（
計
画
通
知
時
）
を
退
け
、
代
わ
っ
て
、
設
計
、
入
札
、
融
資
、

市
民
協
議
、
環
境
ア
セ
ス
、
国
家
及
び
地
方
政
府
の
許
認
可
、
建
設
中
と
い
っ
た
諸
要
素
の
積
み
重
ね
に
よ
り
、
計
画
が
予
定
通
り

「
確
実
に
」
進
行
し
て
い
る
こ
と
を
確
信
す
る
段
階
に
至
る
と
い
う
「
決
定
的
期﹅

間﹅

」
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
た
。
以
上
の
よ
う
に
、

「
現
在
の
利
用
」
の
判
断
基
準
を
明
確
化
す
べ
く
、「
決
定
的
期﹅

間﹅

」
と
い
う
概
念
を
採
用
し
た
の
は
、
国
際
河
川
法
上
、
本
判
決
が

初
め
て
で
あ
り
、
裁
判
所
の
こ
う
し
た
判
断
は
、
国
際
河
川
法
一
般
に
も
一
定
の
示
唆
を
提
供
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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本
件
で
裁
判
所
は
、
水
利
条
約
に
規
定
さ
れ
る
「
現
在
の
利
用
」
と
い
う
文
言
を
解
釈
・
適
用
す
る
に
あ
た
っ
て
、「
決
定
的
期﹅

間﹅

」

の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
「
期﹅

間﹅

」
と
い
う
幅
を
持
た
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
な

ぜ
「
期﹅

日﹅

」
を
指
定
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
既
述
の
よ
う
に
、
設
計
、
融
資
、
政
府
の
許
認
可
、
建
設
、

完
成
、
稼
働
と
い
う
一
連
の
過
程
の
い
ず
れ
か
一
の
時
点
に
お
い
て
、「
確
固
た
る
意
思
」
を
確
定
す
る
こ
と
は
実
際
に
は
極
め
て
困

難
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
実
際
に
問
題
と
な
る
の
は
、
計
画
が
ど
れ
ほ
ど
着
実
に
進
行
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

て
、
そ
う
し
た
視
点
か
ら
捉
え
た
と
き
に
、「
期﹅

間﹅

」
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
上
述
の
困
難
を
あ
る
程
度
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
の
で
あ
る
。「
決
定
的
期﹅

日﹅

」
と
し
て
、
例
え
ば
、
政
府
の
許
認
可
の
時
点
あ
る
い
は
建
設
着
手
の
時
点
な
ど
、
排
他
的
に
一
つ
の

時
点
を
「
現
在
の
利
用
」
の
判
断
基
準
と
す
る
こ
と
は
、
同
時
に
他
の
あ
ら
ゆ
る
時
点
（
設
計
、
入
札
、
融
資
、
市
民
協
議
、
環
境
ア

セ
ス
、
建
設
中
、
完
成
、
稼
働
な
ど
）
を
排
除
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
裁
判
所
が
計
画
段
階
に
お
け

る
種
々
の
関
連
要
素
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
「
現
在
の
利
用
」
を
判
断
す
る
機
会
を
失
わ
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
故
、
実
際
の

紛
争
解
決
の
場
面
で
「
決
定
的
期﹅

日﹅

」
を
用
い
る
こ
と
に
裁
判
所
は
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
つ
ま
り
、
裁
判
所
と
し
て
は
、

「
現
在
の
利
用
」
を
決
定
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
た
め
の
判
断
基
準
を
予
め
一
つ
の
時
点
に
絞
り
込
む
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
多
様
な

要
因
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
判
断
の
柔
軟
性
を
も
た
せ
て
お
い
た
ほ
う
が
、
実
際
の
紛
争
を
適
切
に
処
理
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
の
認
識
に
立
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

2

Ｉ
Ｌ
Ａ
ヘ
ル
シ
ン
キ
規
則
―
―
停
止
条
件
付
「
決
定
的
期﹅

日﹅

」

そ
れ
で
は
、
国
際
河
川
法
の
分
野
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
、「
現
在
の
利
用
」
に
関
し
て
い
か
な
る
判
断
基
準
が
採
用
さ
れ
て
き
た

の
で
あ
ろ
う
か
。「
現
在
の
利
用
」
の
判
断
基
準
を
仔
細
に
規
定
し
た
も
の
と
し
て
は
、
一
九
六
六
年
に
国
際
法
協
会
（
Ｉ
Ｌ
Ａ
）
に
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よ
っ
て
採
択
さ
れ
た
、
権
威
あ
る
法
典
化
文
書
と
し
て
も
著
名
な
「
ヘ
ル
シ
ン
キ
規
則(40
)」

が
確
認
で
き
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
国

際
河
川
法
の
一
般
法
と
も
言
い
得
る
ヘ
ル
シ
ン
キ
規
則
の
内
容
を
分
析
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
こ
れ
に
先
立
ち
、
以
下
で
は
、
予
備
的

考
察
と
し
て
、
ヘ
ル
シ
ン
キ
規
則
は
、「
現
在
の
利
用
」
を
一
考
慮
要
素
と
す
る
衡
平
利
用
原
則
の
規
定
を
有
し
て
い
る
か
否
か
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら
開
始
す
る
。

（
1
）
ヘ
ル
シ
ン
キ
規
則
に
お
け
る
衡
平
利
用
原
則
規
定

ヘ
ル
シ
ン
キ
規
則
が
衡
平
利
用
原
則
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
国
際
河
川
の
一
般
的
・
枠
組
条
約
で
あ

る
一
九
九
七
年
の
「
国
際
水
路
非
航
行
利
用
条
約
（
以
下
「
国
連
水
路
条
約
」
と
い
う(41
)）」
の
規
定
が
参
考
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
同

条
約
は
、
第
五
条
一
項
で
、「
水
路
国
は
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
に
お
い
て
国
際
水
路
を
衡
平
か
つ
合
理
的
な
方
法
で
利
用
す
る(42
)」
と
し
て

衡
平
利
用
原
則
の
規
定
を
置
き
、
第
六
条
一
項
で
、「
第
五
条
の
意
味
に
お
け
る
衡
平
か
つ
合
理
的
な
方
法
に
よ
る
国
際
水
路
の
利
用

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
全
て
の
関
連
す
る
要
素
と
事
情
を
考
慮
す
る
こ
と
を
要
す
る(43
)」
と
し
、
同
条
同
項
⒠
で
「
水
路
の
現﹅

在﹅

の﹅

利﹅

用﹅

及
び
潜
在
的
に
可
能
な
利
用
（
existing
and
potentialuses
ofthe
w
atercourse
(44
)）」（

傍
点
筆
者
）
を
列
挙
し
た
。
そ
れ

で
は
、
ヘ
ル
シ
ン
キ
規
則
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
同
規
則
は
、
第
四
条
で
、「
各
流
域
国
は
、
そ
の
領
域
に
お
い
て
、
国
際
河
川
流
域

水
の
有
益
な
利
用
に
つ
き
合
理
的
か
つ
衡
平
な
配
分
を
享
受
す
る
権
利
を
有
す
る(45
)」
こ
と
を
規
定
し
た
。
こ
こ
に
い
う
「
配
分
」
は
、

流
域
国
間
で
水
を
い
か
に
割
り
当
て
る
か
に
関
す
る
問
題
に
の
み
焦
点
を
当
て
た
も
の
で
あ
る
が
、
国
連
水
路
条
約
第
五
条
一
項
の

「
利
用
」
の
中
に
包
含
さ
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る(46
)。
し
た
が
っ
て
、
ヘ
ル
シ
ン
キ
規
則
は
、
国
連
水
路
条
約
と
同
様
、
衡
平
利
用

原
則
を
体
現
し
た
規
定
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
で
は
、
ヘ
ル
シ
ン
キ
規
則
は
衡
平
利
用
原
則
の
一
要
素
と
し
て
の
「
現

在
の
利
用
」
の
判
断
基
準
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
こ
の
点
を
分
析
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
な
お
、
国

連
水
路
条
約
及
び
そ
の
注
釈
は
、
い
ず
れ
も
「
現
在
の
利
用
」
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
は
明
確
な
言
及
を
避
け
て
い
る(47
)。
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（
2
）
ヘ
ル
シ
ン
キ
規
則
に
お
け
る
「
現
在
の
利
用
」
の
判
断
基
準

ヘ
ル
シ
ン
キ
規
則
は
、「
現
在
の
利
用
」
に
関
し
て
詳
細
な
規
定
を
置
い
て
い
る
。
ま
ず
、
同
規
則
は
、
第
五
条
で
、「
合
理
的
か
つ

衡
平
な
配
分
」
を
決
定
す
る
際
に
考
慮
す
べ
き
要
素
の
一
つ
に
、「
特
に
現﹅

在﹅

の﹅

利﹅

用﹅

を
含
む
流
域
水
の
こ
れ
ま
で
の
利
用
（
the

pastutilization
ofthe
w
atersofthe
basin,including
in
particularexisting
utilization
(48
)）」（
傍
点
筆
者
）
を
掲
げ
た
。
次
に
、

第
八
条
一
項
で
、「
合
理
的
な
現
在
の
利
用
（
an
existing
reasonable
use）
は
、
そ
の
継
続
性
を
正
当
化
し
て
い
る
要
素
が
、
競

合
的
な
相
反
す
る
利
用
を
調
整
す
る
た
め
に
そ
れ
を
修
正
又
は
終
了
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
達
す
る
他
の
要
素
よ
り
も
優
先
す

る
限
り
、
引
き
続
き
有
効
で
あ
る(49
)」
と
規
定
し
て
、
他
の
諸
要
素
と
の
比
較
衡
量
の
結
果
、
そ
れ
ら
を
凌
駕
す
る
場
合
の
、「
現
在
の

利
用
」
の
法
的
効
果
を
承
認
し
た(50
)。
続
い
て
、
同
条
二
項
⒜
で
、「
実
際
に
行
わ
れ
て
い
る
（
is
in
fact
operational）
利
用
は
、
当

該
利
用
に
直
接
関
連
す
る
建
設
着
手
の
時
点
か
ら
、
又
は
当
該
建
設
が
要
請
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
そ
れ
と
同
等
の
実
施
の
時
点
か
ら
、

現
在
の
利
用
で
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
る(51
)」
と
規
定
し
て
、「
建
設
着
手
の
時
点
又
は
そ
れ
と
同
等
の
実
施
の
時
点
」
を
基
軸
と
し
た
こ

と
か
ら
、
ひ
と
ま
ず
「
決
定
的
期﹅

日﹅

」
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
、
同
項
が
、「
現
在
の
利
用
」
の

法
的
効
果
の
発
生
を
、
利
用
が
「
実
際
に
行
わ
れ
て
い
る
」
こ
と
に
か
か
ら
し
め
た
こ
と
か
ら
目
を
逸
ら
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
同
項

の
「
実
際
に
行
わ
れ
て
い
る
」
利
用
と
は
、
本
件
キ
シ
ェ
ン
ガ
ン
ガ
事
件
に
即
し
て
言
え
ば
、
発
電
所
の
建
設
着
手
よ
り
も
後
の
時
点
、

す
な
わ
ち
、
発
電
所
の
建
設
が
完
了
し
「
稼
働
」
し
た
時
点
を
指
し
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
項
は
、
発
電
所
の

稼
働
の
よ
う
に
、
河
水
の
利
用
が
「
実
際
に
行
わ
れ
て
い
る
」
こ
と
を
停
止
条
件(52
)と
し
て
、「
建
設
着
手
の
時
点
又
は
そ
れ
と
同
等
の

実
施
の
時
点
」
か
ら
、
遡
及
的
に
「
現
在
の
利
用
」
の
法
的
効
果
が
発
生
す
る
と
い
う
停
止
条
件
付
「
決
定
的
期﹅

日﹅

」
の
ア
プ
ロ
ー
チ

を
採
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
、「
現
在
の
利
用
」
の
法
的
効
果
が
、
発
電
所
の
稼
働
と
い
う
条
件
が
成
就
さ
れ
る

ま
で
は
停
止
し
て
い
る
が
、
一
旦
そ
の
条
件
が
成
就
す
れ
ば
、
建
設
着
手
の
時
点
に
遡
っ
て
発
生
す
る
こ
と
を
意
味
す
る(53
)。
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前
記
第
八
条
二
項
⒜
が
停
止
条
件
付
「
決
定
的
期﹅

日﹅

」
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
た
と
の
理
解
は
、
同
条
の
注
釈
で
も
確
認
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
注
釈
に
よ
れ
ば
、「
現
在
の
利
用
」
は
、
建
設
着
手
の
時
点
か
ら
直
ち
に
法
的
効
果
が
発
生
す
る
の
で
は
な
く
、「
利
用
が

『
実
際
に
行
わ
れ
た
（
is
in
factoperational）』
後
で
あ
っ
て
、
か
つ
、『
当
該
利
用
に
関
し
て
実
際
に
割
り
当
て
ら
れ
た
水
に
限
り

（
only
to
the
extentofthe
w
ater
actually
appropriated
in
connection
w
ith
such
use）』」、「
建
設
着
手
の
時
点
又
は
そ
れ

と
同
等
の
実
施
の
時
点
か
ら
存
在
し
て
い
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る(54
)。
し
た
が
っ
て
、
ヘ
ル
シ
ン
キ
規
則
は
、
単

に
「
決
定
的
期﹅

日﹅

」
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
た
だ
け
で
な
く
、
発
電
所
の
稼
働
を
停
止
条
件
と
す
る
停
止
条
件
付
「
決
定
的
期﹅

日﹅

」

を
採
用
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
ヘ
ル
シ
ン
キ
規
則
が
停
止
条
件
を
設
け
た
理
由
と
し
て
は
、
第
八
条
の
注
釈

に
よ
れ
ば
、
国
家
が
同
条
の
恩
恵
に
浴
す
る
た
め
に
、
形
式
的
に
建
設
を
開
始
す
る
場
合
の
よ
う
に
、
実
際
に
行
わ
れ
て
い
な
い
河
水

の
利
用
ま
で
も
が
「
現
在
の
利
用
」
と
し
て
法
の
下
で
保
護
さ
れ
る
こ
と
を
排
除
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う(55
)。

し
か
し
、「
決
定
的
期﹅

日﹅

」
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
た
と
え
停
止
条
件
を
付
し
た
と
し
て
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
発
電
所
を
い
ち
早
く
稼
働
さ
せ
た
者
が
勝
者
と

な
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
か
ら
、
同
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
る
と
、
激
し
い
開
発
競
争
を
惹
起
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
ヘ
ル
シ
ン
キ
規
則
の
停
止
条
件
付
「
決
定
的
期﹅

日﹅

」
は
、
キ
シ
ェ
ン
ガ
ン
ガ
事
件
判
決
が
採
用
し
た
「
決
定
的
期﹅

間﹅

」

の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
比
較
し
た
場
合
に
ど
の
よ
う
に
評
価
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
、
両
ア
プ
ロ
ー
チ
の
比
較
を
試
み
る
こ
と

と
す
る
。

3

｢決
定
的
期﹅

間﹅

」
の
意
義
―
―
ヘ
ル
シ
ン
キ
規
則
と
の
比
較
か
ら

ま
ず
、
キ
シ
ェ
ン
ガ
ン
ガ
事
件
判
決
は
、「
発
電
所
の
建
設
の
完
了
時
」
と
、「
計
画
の
相
手
方
へ
の
通
知
時
」
と
い
う
二
つ
の
時
点

を
排
除
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
裁
判
所
は
、
前
者
（
建
設
完
了
時
）
を
認
め
る
と
、
建
設
競
争
を
煽
る
こ
と
に
な
り
、
早
い
者
勝

論 説

(阪大法学) 64 (6-186）1714〔2015.3]



ち
の
結
果
を
生
じ
さ
せ
、
ひ
い
て
は
資
源
の
極
端
な
浪
費
と
国
際
関
係
の
悪
化
を
引
き
起
こ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
後
者

（
計
画
通
知
時
）
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
発
電
所
の
建
設
の
意
思
を
相
手
方
に
通
知
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
時
点
で
は
、
当
該
発
電
所

が
約
束
の
期
間
内
に
完
成
す
る
と
い
う
保
証
は
全
く
存
し
な
い
こ
と
、
を
挙
げ
る(56
)。
裁
判
所
が
、
前
者
の
建
設
完
了
時
を
排
除
し
た
こ

と
は
、
実
質
的
に
は
、
ヘ
ル
シ
ン
キ
規
則
の
停
止
条
件
付
「
決
定
的
期﹅

日﹅

」
を
排
除
し
た
に
等
し
い
。
た
だ
、
同
規
則
は
、
前
述
の
よ

う
に
、
建
設
着
手
の
時
点
を
「
決
定
的
期﹅

日﹅

」
に
設
定
し
て
い
る
た
め
、
キ
シ
ェ
ン
ガ
ン
ガ
事
件
判
決
が
重
視
す
る
と
こ
ろ
の
政
府
の

許
認
可
の
時
点
と
時
間
的
に
は
そ
れ
ほ
ど
離
れ
て
い
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
。
し
か
し
、
ヘ
ル
シ
ン
キ
規
則
と
キ
シ
ェ
ン
ガ
ン
ガ
事
件

判
決
は
実
質
的
に
大
き
く
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
ヘ
ル
シ
ン
キ
規
則
で
は
、「
現
在
の
利
用
」
の
法
律
効
果
が
発
生
す
る
の
は
建
設
着

手
の
時
点
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
発
電
所
の
稼
働
が
絶
対
条
件
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
裏
を
返
せ
ば
、
発
電

所
が
稼
働
し
な
け
れ
ば
、
建
設
着
手
の
時
点
か
ら
法
律
効
果
が
発
生
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
設
計
か
ら
建
設
中

ま
で
の
「
期﹅

間﹅

」
に
着
目
す
る
本
判
決
は
、
特
に
政
府
の
許
認
可
を
重
視
し
、
市
民
協
議
や
環
境
ア
セ
ス
等
、
プ
ロ
セ
ス
の
適
正
化
を

条
件
と
し
て
、
ヘ
ル
シ
ン
キ
規
則
が
採
用
す
る
停
止
条
件
付
「
決
定
的
期﹅

日﹅

」
よ
り
も
、
時
間
的
に
早
い
段
階
で
「
現
在
の
利
用
」
の

法
的
効
果
を
確
定
す
る
こ
と
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
停
止
条
件
付
「
決
定
的
期﹅

日﹅

」
と
「
決
定
的
期﹅

間﹅

」
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
重
要
な
相
違
は
、
と
り
わ
け
、
河
水
の
利
用
が

「
実
際
に
行
わ
れ
る
（
is
in
fact
operational）」
前
、
す
な
わ
ち
、
本
件
に
即
し
て
言
え
ば
、
発
電
所
が
稼
働
す
る
前
の
段
階
に
お

い
て
鮮
明
に
現
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
停
止
条
件
付
「
決
定
的
期﹅

日﹅

」
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
る
と
、
そ
の
よ
う
な
段
階
に

あ
っ
て
は
、
依
然
と
し
て
、「
現
在
の
利
用
」
の
法
律
関
係
は
確
定
さ
れ
ず
、
法
的
安
定
性
は
弱
い
状
態
と
な
る
が
、
翻
っ
て
、「
決
定

的
期﹅

間﹅

」
の
そ
れ
を
採
用
す
れ
ば
、
設
計
、
入
札
、
融
資
、
市
民
協
議
、
環
境
ア
セ
ス
、
政
府
の
許
認
可
と
い
っ
た
諸
要
素
の
総
合
考

慮
を
経
て
、
よ
り
早
い
段
階
で
、
法
律
関
係
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る(57
)。

し
た
が
っ
て
、「
決
定
的
期﹅

間﹅

」
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
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し
た
本
判
決
の
国
際
河
川
法
上
の
意
義
は
、
ヘ
ル
シ
ン
キ
規
則
が
採
用
し
た
停
止
条
件
付
「
決
定
的
期﹅

日﹅

」
に
比
べ
て
、「
現
在
の
利

用
」
の
法
的
効
果
を
可
能
な
限
り
早
期
に
確
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
的
安
定
性
を
担
保
し
よ
う
と
し
た
点
に
あ
る
と
言
え
る(58
)。

た
だ
し
、「
決
定
的
期﹅

間﹅

」
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
開
発
競
争
が
完
全
に
抑
制
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま

た
、
安
定
的
な
投
資
環
境
が
常
に
確
保
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
い
こ
と
に
は
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
決
定
的
期﹅

間﹅

」
を
採
用

し
た
と
し
て
も
、
場
合
に
よ
っ
て
国
家
は
、「
現
在
の
利
用
」
と
し
て
の
地
位
の
獲
得
を
企
図
し
て
、
本
来
必
要
の
な
い
水
力
発
電
計

画
を
乱
立
す
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
点
、
前
述
の
よ
う
に
、
ヘ
ル
シ
ン
キ
規
則
は
、
稼
働
を
予
定
し
な
い
形
骸
化
さ
れ

た
計
画
が
「
現
在
の
利
用
」
と
し
て
の
利
益
を
得
る
こ
と
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
停
止
条
件
付
「
決
定
的
期﹅

日﹅

」
を
採
用
し
た
場
合
に
計
画
国
に
生
じ
る
法
的
・
経
済
的
・
政
治
的
リ
ス
ク
（
取
引

の
安
全
の
阻
害
、
投
資
の
後
退
、
開
発
競
争
の
激
化
に
伴
う
外
交
関
係
の
悪
化
）
と
、「
決
定
的
期﹅

間﹅

」
を
採
用
し
た
場
合
の
そ
れ
と

を
比
較
し
た
場
合
に
、「
決
定
的
期﹅

日﹅

」
よ
り
も
「
決
定
的
期﹅

間﹅

」
の
ほ
う
が
そ
れ
ら
の
リ
ス
ク
を
緩
和
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え

ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
発
電
所
が
稼
働
し
た
時
点
を
効
力
発
生
の
基
準
と
す
る
停
止
条
件
付
「
決
定
的
期﹅

日﹅

」
の
よ
う
に
、「
現
在
の
利

用
」
の
判
断
が
遅
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
発
電
所
の
建
設
及
び
稼
働
に
関
連
す
る
種
々
の
取
引
の
安
全
が
阻
害
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て

法
的
リ
ス
ク
が
高
ま
る
。
ま
た
、
既
に
投
資
を
行
っ
て
い
る
者
あ
る
い
は
こ
れ
か
ら
投
資
を
行
お
う
と
す
る
者
が
不
安
定
な
地
位
に
置

か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
的
・
経
済
的
リ
ス
ク
が
上
昇
す
る
。
さ
ら
に
は
、
発
電
所
の
建
設
競
争
が
激
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
外
交

関
係
の
悪
化
に
伴
う
政
治
的
リ
ス
ク
の
増
加
が
懸
念
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
発
電
所
の
設
計
か
ら
お
よ
そ
政
府
の
許
認
可
ま
で
と

い
う
、
よ
り
早
い
時
点
に
お
い
て
「
現
在
の
利
用
」
の
法
的
効
果
を
確
定
す
る
「
決
定
的
期﹅

間﹅

」
は
、
少
な
く
と
も
停
止
条
件
付
「
決

定
的
期﹅

日﹅

」
に
比
べ
て
、
こ
れ
ら
の
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
停
止
条
件
付
「
決
定
的
期﹅

日﹅

」
を
採
用
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
利
益
（
計
画
乱
立
の
抑
制
）
と
、「
決
定
的
期﹅

間﹅

」
の
採
用
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
（
取
引
の
安
全
の
担
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保
、
投
資
の
保
護
、
開
発
競
争
の
激
化
に
伴
う
外
交
関
係
の
悪
化
回
避
）
と
を
比
較
衡
量
し
た
結
果
、
前
者
よ
り
も
後
者
の
ア
プ
ロ
ー

チ
の
ほ
う
が
、
得
ら
れ
る
利
益
が
大
き
く
、
失
わ
れ
る
利
益
が
小
さ
い
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、「
現
在
の
利
用
」
の
解
釈
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
本
判
決
は
、
二
〇
一
四
年
八
月
に
発
効
し
た
国
連
水
路
条
約

の
解
釈
に
も
一
定
の
示
唆
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
裁
判
所
に
よ
る
こ
う
し
た
解
釈
の
積
み
重
ね
は
、
兼
原
教
授
が
指
摘
す
る

よ
う
に
、「
裁
判
所
は
、
個
別
の
事
例
の
中
で
、
固
有
の
事
情
の
考
慮
、
そ
の
他
の
考
慮
要
因
の
特
定
、
要
因
相
互
関
係
に
つ
い
て
の

判
断
な
ど
を
通
じ
て
、『
衡
平
』
の
判
断
を
行
う
と
い
う
重
責
を
担
う
こ
と
に
な
る
」
が
、「
こ
の
よ
う
な
裁
判
所
の
認
定
が
集
積
し
て
、

認
定
に
一
定
程
度
の
予
測
可
能
性
と
信
頼
が
伴
え
ば
、『
衡
平
利
用
』
の
評
価
が
、
確
実
に
法
的
基
準
に
よ
る
評
価
と
し
て
法
の
世
界

に
安
住
す
る
こ
と
に
な
る(59
)」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

(1
)
Indus
W
aters
T
reaty
betw
een
the
Governm
entofIndia,the
Governm
entofPakistan
and
the
InternationalBank
for

Reconstruction
and
D
evelopm
ent,signed
atK
arachi,on
19
Septem
ber
1960,U
nited
N
ationsT
reaty
Series,V
ol.419
(1962),

p.126.
水
利
条
約
の
締
結
に
至
る
ま
で
の
過
程
に
関
す
る
記
述
は
、
以
下
に
詳
し
い
。
内
田
宏
「
イ
ン
ダ
ス
河
水
利
条
約
締
結
の
経
緯
お
よ

び
そ
の
概
要
」『
外
務
省
調
査
月
報
』
第
二
巻
三
号
（
一
九
六
一
年
）
一
六
―
一
八
頁；

中
山
幹
康
「
イ
ン
ダ
ス
川
協
定
の
交
渉
過
程
に
お
け

る
世
界
銀
行
の
役
割
に
関
す
る
考
察
」『
水
文
・
水
資
源
学
会
誌
』
第
九
巻
一
号
（
一
九
九
六
年
）
七
七
―
八
七
頁；

G.
Fischer,“La

Banque
Internationale
pour
la
Reconstruction
etle
D
évelopm
entetl’utilisation
des
eaux
du
bassin
de
l’Indus”,A
nnuaire

français
de
droit
iinternational,V
ol.6
(1960),pp.669-684;A
.A
.M
ichel,T
he
Indus
R
ivers:
A
Study
of
the
E
ffects
of

Partition
(Y
ale
U
niversity
Press,1967),pp.195-267;R.R.Baxter,“T
he
Indus
Basin”,in
A
.H
.Garretson,R.D
.H
ayton
and

C.J.O
lm
stead
(eds.),T
he
Law
ofInternationalD
rainage
Basins
(O
ceana
Publications,1967),pp.457-467;N
.D
.Gulhati,

Indus
W
aters
T
reaty:
A
n
E
xercise
in
International
M
ediation
(A
llied
Publishers,1973),pp.91-338;Y
-C.A
ccariez,“Le

régim
e
juridique
de
l’Indus”,in
R.Zacklin
and
L.Caflisch
(eds.),T
he
Legal
R
egim
e
of
International
R
ivers
and
Lakes

(M
artinus
N
ijhoff
Publishers,1981),pp.56-70;A
.K
.Bisw
as,“Indus
W
ater
T
reaty:the
N
egotiating
Process”,W
ater
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International,V
ol.17
(1992),pp.201-209;G.T
.K
.Pitm
an,“T
he
Role
ofthe
W
orld
Bank
in
Enhancing
Cooperation
and

Resolving
Conflict
on
InternationalW
atercourses:T
he
Case
of
the
Indus
Basin”,in
S.M
.A
.Salm
an
and
L.Boison
de

Chazournes
(eds.),International
W
atercourses:
E
nhancing
Cooperation
and
M
anaging
Conflict
Proceedings
of
a
W
orld

Bank
Sem
inar
(W
orld
Bank
T
echnicalPaper
N
o.414,W
orld
Bank,1998),pp.155-165;S.M
.A
.Salm
an
and
K
.U
prety,

Conflictand
Cooperation
on
South
A
sia’sInternationalR
ivers:A
LegalPerspective
(K
luw
er
Law
International,2002),pp.

44-48;S.M
.A
.Salm
an,“Good
O
ffices
and
M
ediation
and
InternationalW
ater
D
isputes”,in
T
he
InternationalBureau
of

the
Perm
anentCourtofA
rbitration
(ed.),R
esolution
ofInternationalW
ater
D
isputes(K
luw
er
Law
International,2003),pp.

183-197;
N
.
A
.
Zaw
ahri,“T
hird
Party
M
ediation
of
International
River
D
isputes:
Lessons
from
the
Indus
River”,

InternationalN
egotiation,V
ol.14
(2009),pp.289-295;S.M
.A
.Salm
an,“M
ediation
ofInternationalW
ater
D
isputes―
the

Indus,
the
Jordan,
and
the
N
ile
Basins
Interventions”,
in
L.
Boison
de
Chazournes,
C.
Leb
and
M
.
T
ignino
(eds.),

International
Law
and
Freshw
ater:
T
he
M
ultiple
Challenges
(Edw
ard
Elgar,2013),pp.369-378.

(2
)
N
.M
andhana,“W
ater
W
ars:W
hy
India
and
Pakistan
A
re
Squaring
O
ffO
ver
T
heir
Rivers”,T
im
e,on
A
pril16,2012,

at
http://content.tim
e.com
/tim
e/w
orld/article/0,8599,2111601,00.htm
l.

(3
)
Ibid.

(4
)
Ibid.

(5
)
N
osheen
and
T
.Begum
,“Indus
W
ater
T
reaty
and
Em
erging
W
ater
Issues”,A
basyn
JournalofSocialSciences,V
ol.4

(2011),pp.282-287.

(6
)
H
.Sarfraz,“Revisiting
the
1960
Indus
W
aters
T
reaty”,W
ater
International,V
ol.38
(2013),p.205.

(7
)
M
andhana,supra
note
(2).

(8
)
よ
り
正
確
に
は
、
パ
キ
ス
タ
ン
が
二
〇
一
〇
年
五
月
一
七
日
に
仲
裁
の
要
請
（
Request
for
A
rbitration）
を
行
っ
た
後
、
パ
キ
ス
タ

ン
と
イ
ン
ド
が
そ
れ
ぞ
れ
仲
裁
裁
判
官
を
任
命
し
て
仲
裁
裁
判
所
が
構
成
さ
れ
、
Ｐ
Ｃ
Ａ
の
建
物
に
お
い
て
会
合
が
持
た
れ
た
。
In
the

M
atter
ofthe
Indus
W
aters
K
ishenganga
A
rbitration
before
the
CourtofA
rbitration
Constituted
in
A
ccordance
w
ith
the

Indus
W
aters
T
reaty
1960
betw
een
the
G
overnm
entofIndia
and
the
G
overnm
entofPakistan
Signed
on
19
Septem
ber
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1960
[hereinafter
Indus
W
aters
K
ishenganga
A
rbitration](Pakistan
v.India),PCA
,PartialA
w
ard
of18
February
2013,

paras.7-26.
本
件
部
分
判
決
は
上
記
の
通
り
で
あ
る
。
本
件
最
終
判
決
は
以
下
を
見
よ
。
Indus
W
aters
K
ishenganga
A
rbitration

(Pakistan
v.India),PCA
,FinalA
w
ard
of20
D
ecem
ber
2013.
当
該
裁
判
所
は
、
ス
テ
フ
ァ
ン
・
Ｍ
・
シ
ュ
ウ
ェ
ー
ベ
ル
（
Stephen

M
.
Schw
ebel）（
裁
判
長
）、
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
・
ベ
ル
マ
ン
（
Franklin
Berm
an）、
ハ
ワ
ー
ド
・
Ｓ
・
ウ
ィ
ー
タ
ー
（
H
ow
ard
S.

W
heater）、
ル
シ
ウ
ス
・
カ
フ
リ
ッ
シ
ュ
（
Lucius
Caflisch）、
ヤ
ン
・
ポ
ー
ル
ソ
ン
（
Jan
Paulsson）、
ブ
ル
ー
ノ
・
シ
ン
マ
（
Bruno

Sim
m
a）、
ペ
テ
ル
・
ト
ム
カ
（
Peter
T
om
ka）
の
計
七
名
の
判
事
及
び
事
務
局
で
構
成
さ
れ
る
。
本
件
の
訴
訟
資
料
は
、
全
て
常
設
仲
裁

裁
判
所
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
に
公
開
さ
れ
て
い
る
。
at
http://w
w
w
.pca-cpa.org/show
page.asp?pag_id=1392.
な
お
、
パ
キ
ス
タ
ン

は
、
本
案
審
理
に
先
立
つ
二
〇
一
一
年
六
月
六
日
、
イ
ン
ド
を
相
手
取
り
、
裁
判
所
が
終
局
判
決
を
下
す
ま
で
の
間
、
キ
シ
ェ
ン
ガ
ン
ガ
計
画

の
実
施
の
差
止
を
命
ず
る
暫
定
措
置
命
令
を
裁
判
所
に
要
請
し
、
こ
れ
を
受
け
て
、
裁
判
所
は
、
同
年
九
月
二
三
日
、
暫
定
措
置
命
令
を
発
付

し
た
。
IndusW
atersK
ishenganga
A
rbitration
(Pakistan
v.India),PCA
,O
rder
of23
Septem
ber
2011.
暫
定
措
置
命
令
に
お
い

て
、
裁
判
所
は
、
判
決
が
下
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
イ
ン
ド
に
対
し
て
、
原
則
と
し
て
Ｋ
Ｈ
Ｅ
Ｐ
に
係
る
全
て
の
事
業
の
継
続
を
許
可
す
る
一
方

で
、
例
外
的
に
、
キ
シ
ェ
ン
ガ
ン
ガ
／
ニ
ー
ラ
ム
川
の
全
流
量
を
自
然
の
河
道
に
還
流
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
よ
う
な
、
グ
レ
ズ
（
Gurez）
で

の
、
同
川
の
河
床
又
は
そ
の
上
部
に
お
け
る
本
体
工
事
（
perm
anent
w
orks）
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
も
こ
れ
を
禁
止
し
た
。
Ibid.,para.

152.
本
命
令
に
関
す
る
研
究
と
し
て
、
以
下
を
参
照
。
Y
.
T
anaka,“N
ote
on
the
Interim
M
easures
in
the
Indus
W
aters

K
ishenganga
A
rbitration”,T
he
Law
and
Practice
of
International
Courts
and
T
ribunals,V
ol.11
(2012),pp.555-579.

(9
)
本
判
決
を
扱
う
文
献
と
し
て
、
以
下
を
参
照
。
S.K
um
ar,“T
he
Indus
W
aters
K
ishenganga
A
rbitration
(Pakistan
v.India)”,

A
SIL
insights,V
ol.17
(2013),at
http://w
w
w
.asil.org/insights/volum
e/17/issue/13/indus-w
aters-kishenganga-arbitration-

pakistan-v-india;
J.
A
hm
ad,“T
he
Indus
W
aters
K
ishenganga
A
rbitration
and
State-to-State
D
isputes”,
A
rbitration

International,V
ol.29
(2013),pp.507-537;S.C.M
cCaffrey,“InternationalW
ater
Cooperation
in
the
21st
Century:Recent

D
evelopm
ent
in
the
Law
of
International
W
atercourses”,
R
eview
of
E
uropean
Com
m
unity
and
International

E
nvironm
entalLaw
,V
ol.23
(2014),pp.5-9;J.R.Crook,“In
re
Indus
W
aters
K
ishenganga
A
rbitration
(Pakistan
v.India)”,

A
m
erican
Journal
of
International
law
,V
ol.108
(2014),pp.308-314.

(10
)
水
の
配
分
に
関
し
て
上
流
国
と
下
流
国
の
間
で
緊
張
状
態
を
生
じ
て
い
る
地
域
と
し
て
、
代
表
例
を
挙
げ
れ
ば
、
中
東
で
は
、
チ
グ
リ
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ス
・
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
川
を
巡
る
ト
ル
コ
、
シ
リ
ア
、
イ
ラ
ク
間
の
そ
れ
が
、
ヨ
ル
ダ
ン
川
を
巡
る
イ
ス
ラ
エ
ル
、
レ
バ
ノ
ン
、
ヨ
ル
ダ
ン
間
の

そ
れ
が
、
ア
フ
リ
カ
で
は
、
ナ
イ
ル
川
を
巡
る
エ
ジ
プ
ト
、
ス
ー
ダ
ン
、
エ
チ
オ
ピ
ア
間
の
そ
れ
が
、
南
ア
ジ
ア
で
は
、
ガ
ン
ジ
ス
川
を
巡
る

イ
ン
ド
、
ネ
パ
ー
ル
間
の
そ
れ
が
あ
る
。
K
.U
prety
and
S.M
.A
.Salm
an,“Legal
A
spects
of
Sharing
and
M
anagem
ent
of

T
ransboundary
W
aters
in
South
A
sia:Preventing
Conflicts
and
Prom
oting
Cooperation”,H
ydrologicalSciences
Journal,

V
ol.56
(2011),p.642.

(11
)
Indus
W
aters
K
ishenganga
A
rbitration
(Partial
A
w
ard),supra
note
(8),para.126.

(12
)
「
流
れ
込
み
式
発
電
所
」
と
は
、「
河
川
勾
配
の
比
較
的
急
な
上
流
部
ま
た
は
中
流
部
に
取
水
ダ
ム
を
設
け
、
取
水
口
で
取
水
し
た
水
を

無
圧
水
路
で
水
槽
に
導
き
、
河
川
と
の
落
差
を
利
用
し
て
発
電
す
る
発
電
所
で
あ
る
」。
土
木
学
会
編
『
土
木
工
学
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
II
』（
技
術

堂
、
一
九
八
九
年
）
一
六
六
九
頁
。
こ
の
発
電
所
で
は
、
河
川
の
自
然
流
量
を
調
整
せ
ず
に
使
用
す
る
た
め
、
河
川
流
量
の
変
動
に
従
っ
て
発

電
力
も
変
動
す
る
こ
と
に
な
る
。
同
上
。

(13
)
「
フ
ラ
ッ
シ
ン
グ
排
砂
」
と
は
、「
低
位
放
流
口
の
開
操
作
に
よ
り
、
貯
水
位
を
低
下
し
、
貯
水
池
内
で
一
時
的
に
河
川
流
を
生
じ
さ
せ
、

そ
の
流
れ
が
堆
積
物
を
浸
食
し
て
流
路
を
形
成
し
、
浸
食
さ
れ
た
土
砂
を
そ
の
放
流
口
か
ら
排
出
す
る
、
と
い
う
一
連
の
操
作
で
あ
る
」。

Gregory
L.M
orris
and
Jiahua
Fan『
貯
水
池
土
砂
管
理
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
―
―
流
域
対
策
・
流
砂
技
術
・
下
流
河
川
環
境
―
―
』
角
哲
也

＝
岡
野
眞
久
監
修
／
Reservoir
Sedim
entation
研
究
会
監
訳
（
技
術
堂
、
二
〇
一
〇
年
）
四
〇
七
頁
。

(14
)
Indus
W
aters
K
ishenganga
A
rbitration
(Partial
A
w
ard),supra
note
(8),para.127.

(15
)
イ
ン
ダ
ス
川
は
次
の
よ
う
な
自
然
的
特
性
を
有
す
る
。
総
延
長
三
一
八
〇
㎞
、
流
域
面
積
は
一
一
六
万
六
〇
〇
〇
㎢
、
平
均
流
量
は
一
七

五
一
億
五
四
四
二
万
一
〇
〇
〇
㎥
で
、
各
国
の
流
域
面
積
の
割
合
は
、
パ
キ
ス
タ
ン
五
二
％
、
イ
ン
ド
三
四
％
、
中
国
（
チ
ベ
ッ
ト
）
七
％
、

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
六
％
、
イ
ン
ド
と
中
国
の
国
境
地
帯
一
％
、
で
あ
る
。
高
橋
裕
ほ
か
編
『
全
世
界
の
河
川
事
典
』（
丸
善
出
版
、
二
〇
一
三

年
）
六
五
六
頁；

U
prety
and
Salm
an,supra
note
(10),p.643.

(16
)
Indus
W
aters
K
ishenganga
A
rbitration
(Partial
A
w
ard),supra
note
(8),para.128.

(17
)
Ibid.,para.129.

(18
)
Ibid.,para.154.

(19
)
Ibid.,para.155.
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(20
)
Ibid.,para.158.

(21
)
｢死
水
」
と
は
、「
ダ
ム
の
貯
水
池
の
最
低
水
位
（
最
も
低
い
位
置
に
あ
る
取
水
口
の
位
置
）
以
下
の
、
利
水
の
対
象
と
な
ら
な
い
水
」
を

い
う
。
一
般
財
団
法
人
日
本
ダ
ム
協
会
『
ダ
ム
便
覧
二
〇
一
三
（
ダ
ム
事
典
）』
at
http://dam
net.or.jp/cgi-bin/binranB/Jiten.cgi?

hp=08#418.

(22
)
【第
三
条
】「
⑵
イ
ン
ド
は
、
西
側
河
川
の
水
の
全
流
量
を
維
持
す
る
義
務
を
負
う
。
ま
た
、
イ
ン
ド
は
、
イ
ン
ダ
ス
、
ジ
ェ
ラ
ム
、

チ
ェ
ナ
ブ
の
各
河
川
に
あ
っ
て
は
、
当
該
流
域
に
限
り
（
附
属
書
Ｃ
第
五
項
⒞
ⅱ
を
除
く
）、
以
下
の
利
用
を
除
い
て
、
こ
れ
ら
の
水
の
い
か

な
る
妨
害
も
許
さ
れ
な
い
。
⒜
生
活
利
用
、
⒝
非
消
費
的
利
用
、
⒞
附
属
書
Ｃ
に
規
定
さ
れ
る
農
業
利
用
、
及
び
⒟
附
属
書
Ｄ
に
規
定
さ
れ
る

水
力
発
電
。
⑶
…
…
」。

(23
)
【第
四
条
】「
⑹
各
当
事
国
は
、
他
方
当
事
国
に
物
理
的
損
害
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
の
高
い
河
道
の
流
量
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
妨
害
を
、

実
行
可
能
な
限
り
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
あ
る
と
き
は
、
発
効
日
を
も
っ
て
、
当
該
河
川
の
自
然
の
河
道
を
維
持
す
る
た
め
に
最
善

の
努
力
を
払
う
。
⑺
…
…
」。

(24
)
Indus
W
aters
K
ishenganga
A
rbitration
(Partial
A
w
ard),supra
note
(8),paras.161-262.

(25
)
Ibid.,paras.269-349.

(26
)
【附
属
書
Ｄ
】「
15
．
…
…
ⅲ
発
電
所
が
、
パ
キ
ス
タ
ン
が
あ
ら
ゆ
る
農
業
又
は
水
力
発
電
の
利
用
に
供
す
る
ジ
ェ
ラ
ム
川
支
流
に
位
置

す
る
場
合
に
は
、
当
該
支
流
に
お
け
る
農
業
又
は
水
力
発
電
に
関
す
る
パ
キ
ス
タ
ン
の
現
在
の
利
用
に
悪
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
限
り
で
、
当
該

発
電
所
下
流
に
放
流
さ
れ
る
水
を
、
必
要
に
応
じ
て
、
他
の
支
流
に
排
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
」。

(27
)
IndusW
atersK
ishenganga
A
rbitration
(PartialA
w
ard),supra
note
(8),paras.377-398.
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
判
示
す
る
。

第
一
五
項
ⅲ
は
、
以
下
の
条
件
を
充
た
し
た
と
き
に
、
支
流
間
転
用
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
当
該
事
業
が
流
れ
込
み
式
発
電

所
で
あ
る
こ
と
、
②
当
該
事
業
が
ジ
ェ
ラ
ム
川
支
流
に
位
置
す
る
こ
と
、
③
同
項
が
定
め
る
用
語
の
意
味
に
お
い
て
支
流
間
転
用
が
実
施
さ
れ

る
こ
と
（
ibid.,para.382）。
ま
ず
、
①
に
つ
い
て
、
Ｋ
Ｈ
Ｅ
Ｐ
は
、
附
属
書
Ｄ
第
二
項
⒢
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
の
流
れ
込
み
式
発
電
所
と
し

て
設
計
さ
れ
、
パ
キ
ス
タ
ン
に
通
知
さ
れ
て
い
る
（
ibid.,para.383）。
次
に
、
②
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
パ
キ
ス
タ
ン
は
、
Ｋ
Ｈ
Ｅ
Ｐ
に
よ
る

発
電
が
、
実
際
に
は
キ
シ
ェ
ン
ガ
ン
ガ
／
ニ
ー
ラ
ム
川
か
ら
二
三
㎞
も
離
れ
た
場
所
で
実
施
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
が
（
ibid.,para.384）、

Ｋ
Ｈ
Ｅ
Ｐ
は
全
体
と
し
て
一
体
的
に
実
施
す
る
た
め
に
設
計
さ
れ
て
お
り
、
水
力
発
電
と
い
う
単
一
の
目
的
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
各
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構
成
要
素
を
切
り
離
す
理
由
は
ど
こ
に
も
見
当
た
ら
な
い
。
水
を
堰
き
止
め
て
Ｋ
Ｈ
Ｅ
Ｐ
に
導
水
す
る
事
業
は
ま
し
て
キ
シ
ェ
ン
ガ
ン
ガ
に
位

置
し
て
い
る
（
ibid.,para.387）。
最
後
に
、
③
に
つ
い
て
、
支
流
間
転
用
が
水
力
発
電
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
か
否
か
の
必
要
性
の
敷
居
に

関
し
て
は
、
同
条
約
の
目
的
上
、「
特
定
の
目
的
の
た
め
に
要
求
さ
れ
必
要
と
さ
れ
又
は
不
可
欠
な
」
と
い
う
行
動
を
表
す
用
語
の
通
常
の
使

用
を
超
え
て
、
そ
れ
に
特
別
の
意
味
を
与
え
る
い
か
な
る
理
由
も
存
し
な
い
。
国
際
商
取
引
法
、
国
際
投
資
法
及
び
そ
の
他
特
定
の
分
野
で
発

展
を
遂
げ
た
必
要
性
の
概
念
は
不
適
切
で
あ
る
し
、
同
様
に
、
国
家
責
任
法
上
の
違
法
性
阻
却
事
由
と
し
て
そ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
も
不
適
当

で
あ
る
と
考
え
る
（
ibid.,para.397）。
ジ
ェ
ラ
ム
川
の
支
流
間
の
標
高
差
を
利
用
す
る
こ
と
な
く
流
れ
込
み
式
発
電
所
を
稼
働
さ
せ
れ
ば
、

Ｋ
Ｈ
Ｅ
Ｐ
の
発
電
容
量
に
は
達
し
な
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
イ
ン
ド
に
よ
っ
て
計
画
さ
れ
た
分
流
は
発
電
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
で
あ

る
（
ibid.,para.398）。

(28
)
Ibid.,para.400.

(29
)
パ
キ
ス
タ
ン
に
よ
る
「
変
更
可
能
」
解
釈
の
根
拠
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
五
項
ⅲ
が
、「
あ
ら
ゆ
る
農
業
又

は
水
力
発
電
の
利
用
に﹅

供﹅

す﹅

る﹅

（
“has”
any
agriculturalor
hydro-electric
use）」
や
「
位﹅

置﹅

す﹅

る﹅

（
“is
located”）」
の
よ
う
に
現
在

時
制
で
規
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
イ
ン
ド
が
流
れ
込
み
式
発
電
所
を
稼
働
さ
せ
て
い
る
間
は
絶
え
ず
、
パ
キ
ス
タ
ン
の
農
業
又
は
水
力
発
電

利
用
を
考
慮
す
べ
き
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
同
項
で
「
農
業
又
は
水
力
発
電
に
関
す
る
現﹅

在﹅

の﹅

利﹅

用﹅

（
“then
existing

A
griculturalU
se
orhydro-electric
use”）」
の
文
言
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
は
、
Ｋ
Ｈ
Ｅ
Ｐ
に
よ
る
水
の
分
流
が
有
効
と
な
り
得
る
の
は
、

「
農
業
又
は
水
力
発
電
に
関
す
る
パ
キ
ス
タ
ン
の
現
在
の
利
用
に
悪
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
」
場
合
に
限
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
、

で
あ
る
。
Ibid.,paras.404-405.

(30
)
Ibid.,para.419.

(31
)
｢ダ
モ
ク
レ
ス
の
剣
」
と
は
、「
栄
華
の
中
に
も
危
機
が
迫
っ
て
い
る
こ
と
。
シ
ラ
ク
サ
の
王
デ
ィ
オ
ニ
シ
オ
ス
の
廷
臣
ダ
モ
ク
レ
ス

（
D
am
ocles）
が
王
位
の
幸
福
を
ほ
め
そ
や
し
た
と
こ
ろ
、
王
が
彼
を
天
井
か
ら
髪
の
毛
一
本
で
剣
を
つ
る
し
た
王
座
に
座
ら
せ
て
、
王
者

の
身
辺
に
は
常
に
危
険
が
あ
る
こ
と
を
悟
ら
せ
た
と
い
う
故
事
に
よ
る
」。『
大
辞
泉
（
下
巻
）』（
小
学
館
、
第
二
版
、
二
○
一
二
年
）
二
二
七

八
頁
。

(32
)
Indus
W
aters
K
ishenganga
A
rbitration
(Partial
A
w
ard),supra
note
(8),paras.422-424.

(33
)
な
お
、「
決
定
的
期
日
」
の
概
念
は
、
こ
れ
ま
で
領
域
紛
争
の
場
面
で
用
い
ら
れ
て
き
た
。
同
概
念
は
、
学
説
上
、「
こ
れ
を
も
っ
て
領
域
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紛
争
が
具
体
化
（
crystalise）
し
た
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
日
付
」、
あ
る
い
は
「
過
去
の
あ
る
時
点
に
お
い
て
両
当
事
者
間
の
紛
争
を
生
じ
さ

せ
た
事
態
が
い
わ
ば
『
凍
結
（
frozen）』
し
た
と
す
る
、
法
的
な
推
定
」、
と
定
義
さ
れ
て
き
た
。
決
定
的
期
日
を
定
め
る
主
な
理
由
は
、
紛

争
発
生
期
日
を
固
定
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
裁
判
過
程
に
お
い
て
、
変
動
す
る
法
律
関
係
を
確
定
し
、
裁
判
所
が
特
徴
的
な
時
点
を
取
り
出
し

て
判
断
す
る
こ
と
に
よ
り
、
適
用
可
能
な
法
規
則
の
決
定
を
容
易
に
す
る
こ
と
、
及
び
当
事
国
が
紛
争
発
生
以
後
に
行
い
得
る
現
状
変
更
の
試

み
を
裁
判
所
が
自
動
的
に
排
除
す
る
こ
と
、
に
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
松
井
芳
郎
「
尖
閣
諸
島
に
つ
い
て
考
え
る
―
―
国
際
法
の
観
点
か
ら
・

1
」『
法
律
時
報
』
第
八
五
巻
一
号
（
二
〇
一
三
年
）
七
四
頁；

酒
井
啓
亘
ほ
か
編
『
国
際
法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
）
一
九
二
―
一
九
三

頁；

許
淑
娟
『
領
域
権
原
論
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
）
一
七
二
頁
。
し
か
し
、
領
域
紛
争
の
場
面
と
国
際
河
川
紛
争
の
場
面
と

で
は
、
両
者
の
紛
争
の
性
質
の
違
い
か
ら
、「
決
定
的
期
日
」
の
概
念
を
一
応
区
別
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

(34
)
Indus
W
aters
K
ishenganga
A
rbitration
(Partial
A
w
ard),supra
note
(8),paras.425-426.

(35
)
Ibid.,para.428.

(36
)
Ibid.,para.429.

(37
)
Ibid.,para.434.

(38
)
Ibid.,para.435.

(39
)
Ibid.,para.442.

(40
)
H
elsinkiRules
on
the
U
ses
ofthe
W
aters
ofInternationalRivers,ILA
R
eportofthe
Fifty-Second
Conference,held
at

H
elsinki,14-20
A
ugust1966
[hereinafterILA
H
elsinkiRules](InternationalLaw
A
ssociation,1967),p.477.
ヘ
ル
シ
ン
キ
規

則
は
、
国
連
水
路
条
約
が
採
択
さ
れ
る
ま
で
の
三
〇
年
間
、
国
際
河
川
の
利
用
と
保
全
を
規
定
す
る
最
も
権
威
的
で
、
か
つ
、
広
く
引
き
合
い

に
出
さ
れ
る
ル
ー
ル
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
き
た
。
実
際
に
も
、
同
規
則
は
、
国
際
河
川
の
法
分
野
に
お
い
て
、
初
と
な
る
一
般
的
な
法
典

化
文
書
と
し
て
重
要
な
価
値
を
有
す
る
。
S.M
.A
.Salm
an,“Entry
Into
Force
ofthe
U
N
W
atercourses
Convention:W
hy
Should

it
M
atter?”,International
Journal
of
W
ater
R
esources
D
evelopm
ent
(2014),pp.3-4.

(41
)
Convention
on
the
Law
ofthe
N
on-N
avigationalU
ses
ofInternationalW
atercourses
[hereinafter
U
N
W
atercourses

Convention],done
atN
ew
Y
ork,on
21
M
ay
1997,InternationalLegalM
aterials,V
ol.36
(1997),p.700.
な
お
、
同
条
約
は
、
二

〇
一
四
年
五
月
一
九
日
に
新
た
に
ベ
ト
ナ
ム
が
締
約
国
と
な
っ
た
こ
と
を
受
け
て
、
第
三
六
条
が
規
定
す
る
条
約
の
発
効
要
件
た
る
三
五
ヶ
国
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に
達
し
、
同
年
八
月
一
七
日
に
発
効
し
た
。
同
条
約
発
効
に
伴
う
課
題
を
考
察
す
る
も
の
と
し
て
、
鳥
谷
部
壌
「
国
際
水
路
非
航
行
利
用
条
約

発
効
と
今
後
の
課
題
」『
環
境
管
理
』
第
五
一
巻
一
号
（
二
〇
一
五
年
）
四
四
―
四
九
頁
を
参
照
。

(42
)
U
N
W
atercourses
Convention,ibid.,A
rticle.5(1).

(43
)
Ibid.,A
rticle.6(1).

(44
)
Ibid.,A
rticle.6(1)(e).

(45
)
ILA
H
elsinki
Rules,supra
note
(40),A
rticle.4.

(46
)
See,Reportofthe
InternationalLaw
Com
m
ission
on
the
w
ork
ofits
forty-sixth
session,2
M
ay-22
July
1994,O
fficial

Records
of
the
General
A
ssem
bly,Forty-ninth
session,Supplem
ent
N
o.10
[hereinafter
ILC
1994
Report],U
.N
.D
oc.

A
/49/10
(1994),p.100;A
.T
anziand
M
.A
rcari,T
he
U
nited
N
ationsConvention
on
the
Law
ofInternationalW
atercourses:

A
Fram
ew
ork
for
Sharing
(K
luw
er
Law
International,2001),p.100.

(47
)
同
条
約
の
一
九
九
四
年
の
条
文
草
案
注
釈
に
よ
れ
ば
、
第
六
条
一
項
⒠
は
、「
国
際
水
路
に
お
け
る
現
在
の
利
用
と
潜
在
的
に
可
能
な
利

用
の
い
ず
れ
か
に
優
先
権
を
付
与
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
す
る
の
み
で
あ
る
。
ILC
1994
Report,ibid.,p.101.

(48
)
ILA
H
elsinki
Rules,supra
note
(40),A
rticle.5(2)(d).

(49
)
Ibid.,A
rticle.8(1).

(50
)
な
お
、
同
規
則
は
、「
将
来
の
利
用
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
、「
流
域
国
は
、
他
の
流
域
国
が
国
際
河
川
流
域
水
の
将
来
の
利
用
を
保
留
す

る
た
め
に
、
そ
の
合
理
的
な
現
在
の
利
用
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
」
と
規
定
す
る
。
Ibid.,A
rticle.7.

(51
)
Ibid.,A
rticle.8(2)(a).
な
お
、「
実
施
さ
れ
る
時
点
で
（
atthe
tim
e
ofbecom
ing
operational）
既
に
存
在
し
て
い
る
合
理
的
な
現

在
の
利
用
と
両
立
し
な
い
利
用
は
、
現
在
の
利
用
と
は
み
な
さ
れ
な
い
」。
Ibid.,A
rticle.8(3).

(52
)
｢停
止
条
件
」
と
は
、「
そ
の
成
就
ま
で
法
律
行
為
の
効
力
の
発
生
を
停
止
す
る
条
件
」
の
こ
と
を
い
う
。
竹
内
昭
夫
ほ
か
編
『
新
法
律
学

辞
典
』（
有
斐
閣
、
第
三
版
、
一
九
八
九
年
）
一
○
一
四
頁
。

(53
)
こ
れ
に
よ
っ
て
有
効
と
な
っ
た
「
利
用
は
、
そ
の
中
断
の
意
図
を
も
っ
て
停
止
さ
れ
る
時
ま
で
、
引
き
続
き
現
在
の
利
用
と
し
て
と
ど
ま

る
」。
ILA
H
elsinki
Rules,supra
note
(40),A
rticle.8(2)(b).

(54
)
Ibid.,p.494.
な
お
、
同
条
の
注
釈
に
よ
れ
ば
、
当
該
利
用
に
あ
た
っ
て
「
相
当
の
注
意
（
due
diligence）」
が
払
わ
れ
な
か
っ
た
場

論 説
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合
に
は
、「
現
在
の
利
用
」
の
法
的
効
果
は
「
相
当
の
注
意
」
が
払
わ
れ
た
時
か
ら
発
生
す
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
あ
る
利
用
が
部
分
的
に

「
現
在
の
利
用
」
と
抵
触
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
抵
触
部
分
に
限
り
、「
現
在
の
利
用
」
と
し
て
の
地
位
を
喪
失
す
る
と
す
る
。
Ibid.

(55
)
See,ibid.

(56
)
Indus
W
aters
K
ishenganga
A
rbitration
(Partial
A
w
ard),supra
note
(8),para.430.

(57
)
た
だ
し
、「
現
在
の
利
用
」
は
、
衡
平
利
用
を
決
定
す
る
際
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
要
素
の
一
つ
に
過
ぎ
ず
、「
新
規
の
利
用
」
と
い
っ
た
そ

の
他
の
利
用
と
の
関
係
に
お
い
て
、
常
に
絶
対
的
に
保
護
の
対
象
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
See,X
.Fuentes,“T
he
Criteria
for
the

Equitable
U
tilization
of
International
Rivers”,
British
Y
ear
Book
of
International
Law
,
V
ol.
67
(1996),
p.
371;
S.
C.

M
cCaffrey,T
he
Law
of
International
W
atercourses,2nd
ed.(O
xford
U
niversity
Press,2007),p.397.

(58
)
ワ
イ
ス
教
授
に
よ
れ
ば
、「
現
在
の
利
用
」
は
、
理
論
上
は
、
衡
平
か
つ
合
理
的
な
利
用
を
判
定
す
る
際
に
考
慮
す
べ
き
要
素
の
一
つ
に

過
ぎ
な
い
が
、
代
替
水
源
が
見
当
た
ら
な
い
場
合
や
乾
燥
地
域
に
あ
っ
て
は
、
実
際
に
は
、
重
要
な
位
置
を
占
め
る
と
い
う
。
E.B.W
eiss,

InternationalLaw
For
a
W
ater-Scarce
W
orld
(M
artinus
N
ijhoffPublishers,2013),pp.20,28-29.
こ
れ
に
対
し
て
、
ハ
ン
ド
ル

教
授
は
、「
現
在
の
利
用
」
の
保
護
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
と
も
す
れ
ば
、
他
の
流
域
国
を
排
除
し
て
以
前
か
ら
独
占
的
に
河
水
を
利
用
し
て

い
る
流
域
国
に
有
効
な
法
的
防
御
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
か
ね
ず
、
衡
平
利
用
の
概
念
と
は
ほ
と
ん
ど
両
立
し
得
な
い
と
し
て
批
判
的
に
解
す

る
。
G.H
andl,“T
he
Principle
of《
Equitable
U
se》
as
A
pplied
to
Internationally
Shared
N
aturalResources:Its
Role
in

Resolving
PotentialInternationalD
isputes
O
ver
T
ransfrontier
Pollution”,R
evue
belge
de
droitinternational,V
ol.14
(1978-

1979),pp.49-50.
ま
た
、
山
本
教
授
は
、「
現
在
の
利
用
」
に
対
し
て
一
種
の
既
得
権
と
し
て
の
位
置
付
け
が
与
え
ら
れ
る
と
し
た
場
合
、

最
適
利
用
の
実
現
は
困
難
に
逢
着
す
る
と
指
摘
す
る
。
山
本
良
「
国
際
水
路
の
非
航
行
的
利
用
に
お
け
る
『
衡
平
原
則
』
の
現
代
的
展
開
」
村

瀬
信
也
ほ
か
編
『
変
革
期
の
国
際
法
委
員
会
（
山
田
中
正
大
使
傘
寿
記
念
）』（
信
山
社
、
二
〇
一
一
年
）
三
一
六
頁
。

(59
)
兼
原
敦
子
「
環
境
保
護
に
お
け
る
国
家
の
権
利
と
責
任
」
国
際
法
学
会
編
『
日
本
と
国
際
法
の
一
〇
〇
年
〔
開
発
と
環
境
〕』（
三
省
堂
、

二
〇
〇
一
年
）
三
七
頁
。
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